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令和３年度 第２回社会福祉審議会議事録（要点筆記） 

 

日 時 令和３年１１月８日（月曜日） 

    １０時００分～１１時０５分 

 

場 所 江別市民会館小ホール 

 

出席委員数 １８名 

 出席：阿部 実、飯塚 正美、五十嵐 友紀子、今林 隆一郎、内田 京、 

河村 純子、菊本 美知子、小高 久子、酒谷 由美子、佐藤  功、

白井 真樹、高垣 智、那須 崇、東 則子、堀井 豪、増田 秀男、 

松村 昭二、八巻 貴穂、 

欠席：赤川 和子、大澤 真平、今野 渉、帆苅 祐一、義平 大樹、 

米内山 陽子 

 

事務局 健康福祉部長 白崎 敬浩、健康福祉部次長 伊藤 忠信、 

    健康推進室長 五十嵐 工、 

新型コロナウイルス感染症対策室長 及川 正男、 

子育て支援室長 東 嘉一、障がい福祉課長 三浦 洋、 

    介護保険課長 浦田 和秀、 

新型コロナウイルス感染症対策担当参事、四條 省人 

新型コロナウイルス感染症対策担当参事 中村 哲也、 

新型コロナウイルス感染症対策担当参事、柴田 佳典、 

新型コロナウイルス感染症対策担当参事、児島 栄弥子、 

新型コロナウイルス感染症対策担当参事、佐藤 卓也、 

子育て支援課長 宮崎 周、子ども育成課長 天野 保則、 

介護保険課高齢者福祉係長 高松 裕貴子 

    管理課長 村田 和陽、管理課総務係長 深見 亜優、 

    管理課総務係 磯野 智宏、管理課総務係 菅原 ゆかり 

 

傍聴者 １名 

 

議 題 

（１）人事案件 

ア 会長・副会長の互選 



2 

 

イ 職務代理者の指名及び部会所属委員の指名 

ウ 部会長の互選 

 

（２）報告事項 

ア 江別市社会福祉委審議会の概略と江別市における社会福祉施策の概要説明 

について 

イ 江別市成年後見制度利用促進基本計画の策定について 

ウ 新型コロナウイルス感染症について 

 

 

伊藤健康福祉部次長  

本日はお忙しいところお集まりいただきありがとうございます。また、皆様

方におかれましては、江別市社会福祉審議会委員をお引き受けいただき、厚く

お礼申しあげます。 

私は、本日の進行を務めさせていただきます、江別市健康福祉部次長の伊藤

と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、ただ今から、委嘱状を交付させていただきます。市長が、順に皆

様の席を回りますので、ご起立の上、お受け取りいただきますよう、よろしく

お願いいたします。 

 

（市長から委嘱状交付） 

 

伊藤健康福祉部次長  

なお、本日は、市民公募委員の赤川 和子様、札幌学院大学の大澤 真平様、

江別医師会の今野 渉様、江別あすか福祉会の帆苅 祐一様、酪農学園大学の 

義平 大樹様、江別市子ども会育成連絡協議会の米内山 陽子様におかれまし

ては、ご都合によりご欠席されています。 

２４名の委員の皆様、これから３年間、どうぞよろしくお願いいたします。 

以上をもちまして、委嘱状の交付を終了します。 

 

 

伊藤健康福祉部次長 

これより「令和３年度 第２回 社会福祉審議会」を開会いたします。 

本日は２４名の委員中１８名の方に出席いただいておりますので、江別市社

会福祉審議会条例第７条第１項の規定により、委員の過半数が出席しておりま

すことから、本会が有効に成立しておりますことをご報告いたします。 
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それでは、開会にあたり、市長の三好よりご挨拶を申し上げます。 

 

（市長挨拶） 

 

伊藤健康福祉部次長 

ここで、本日出席しております市職員をご紹介させていただきます。 

 

（健康福祉部職員紹介） 

 

伊藤健康福祉部次長 

続きまして、２ 議題（１）人事案件 ア「会長・副会長の互選」を行いま

す。 

なお、会長・副会長が決まるまでの間は、先例に従い、健康福祉部長が仮議

長となって進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 

白崎健康福祉部長 

それでは、仮議長として、議題（１）人事案件 ア「会長・副会長の互選」

について進行させていただきます。 

 まず、どのような選出方法が良いかお諮りします。ご意見があればお願いし

ます。 

 

阿部委員 

 事務局案をご提示していただきたいと思います。 

 

白崎健康福祉部長 

 ただ今、阿部委員から、「事務局案の提示」をということでご意見がございま

したが、いかがでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

白崎健康福祉部長 

異議がないようですので、事務局案を提示してください。 

 

村田管理課課長 

 事務局としては、保健・医療・福祉全般に造詣が深く、前任期に会長を務め

ていただいた社会福祉協議会の佐藤 功委員を会長に、また、民生委員として長
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きにわたり地域福祉に携わっておられる、民生委員児童委員連絡協議会の飯塚 

正美委員を副会長にということで、提案させていただきたいと思います。 

 

白崎健康福祉部長 

 ただ今、事務局から佐藤 功委員を会長に、飯塚正美委員を副会長に、との提

案がありましたので、お諮りします。 

 

（異議なしの声） 

 

白崎健康福祉部長 

 異議がないようですが、佐藤委員、飯塚委員いかがでしょうか。 

 

（佐藤委員、飯塚委員了承） 

 

白崎健康福祉部長 

ただ今、佐藤委員と飯塚委員のご了解をいただきましたので、佐藤 功委員を

会長に、飯塚 正美委員を副会長に決定いたします。 

それぞれご挨拶をいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

私はこれをもちまして仮議長としての進行を終えたいと思います。 

 

（佐藤会長  挨拶） 

（飯塚副会長 挨拶） 

 

伊藤健康福祉部次長 

佐藤会長、飯塚副会長、ありがとうございました。 

それでは会長、副会長は席をお移り頂きたいと思います。 

 

ここで、市長は別の公務のため、退席させていただきます。 

 

以降の議事を進めていくにあたりまして、お願いいたしたいことがございま

す。 

各種審議会の議事録及び資料につきましては、市のホームページ上で公開す

ることとなっており、この審議会においても同様の取扱いといたしますので、

ご了承ください。 

また、議事録につきましては、事務局において発言者の発言趣旨を踏まえて

要約して取りまとめます。その後、確認のため皆様に送付させていただき、必
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要に応じて修正した上で公開させていただきますので、ご理解とご協力をいた

だきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

以降の進行につきましては、佐藤会長にお願いいたします。 

 

佐藤会長  

それでは、（１）人事案件 イ「職務代理者の指名及び部会所属委員の指名」

についてですが、まず、職務代理者について、条例第４条第４項に基づき、私

から指名させていただきますので、よろしくお願いします。 

職務代理者には、今林 隆一郎委員を指名いたします。 

 

次に部会の所属ですが、皆さんの所属団体や専門分野などを参考に作成され

た案を、事務局からお預かりしており、これも、条例第５条第４項に基づき、

会長が指名することとされておりますので、私から指名させていただきます。 

心身障がい者福祉専門部会には、赤川委員、高垣委員、那須委員、東委員、

帆苅委員、松村委員、義平委員の７名を、高齢者福祉専門部会には、阿部委員、

飯塚委員、五十嵐委員、今林委員、今野委員、酒谷委員、堀井委員、八巻委員

の８名を、児童福祉専門部会には、内田委員、大澤委員、河村委員、菊本委員、

小高委員、白井委員、増田委員、米内山委員の８名を指名します。 

皆さんよろしくお願いいたします。 

 

 ここで、各部会ごとに分かれた委員名簿を、皆さんにお配りします。事務局

よろしくお願いします。 

 

（名簿配布） 

 

 続きまして、（１）人事案件 ウ「部会長の互選」を行います。 

 部会長については、部会員の互選によることとなっていますが、皆さんがも

しよろしければ、先ほどのように事務局案をお伺いしたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

 

（異議なしの声） 

 

佐藤会長 

 異議がないようですので、事務局案を提示してください。 
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村田管理課長 

事務局としては、心身障がい者福祉専門部会には、江別商工会議所からのご

推薦、高垣委員を前期より引き続き部会長に、高齢者福祉専門部会には、江別

市高齢者クラブ連合会からのご推薦、阿部委員を部会長に、児童福祉専門部会

には江別市子ども会育成連絡協議会からのご推薦、米内山委員を部会長に、と

いうことで提案させていただきたいと思います。なお、本日ご欠席の米内山委

員には事前にご了承をいただいております。 

 

佐藤会長 

ただ今、事務局から高垣委員を心身障がい者福祉専門部会の部会長に、阿部

委員を高齢者福祉専門部会の部会長に、米内山委員を児童福祉専門部会の部会

長にとの提案がありましたので、お諮りします。 

 

（異議なしの声） 

 

佐藤会長 

異議がないようですが、高垣委員、阿部委員、いかがでしょうか。 

 

（高垣委員、阿部委員、了承） 

 

各委員からご了解をいただきましたので、高垣委員を心身障がい者福祉専門

部会の部会長に、阿部委員を高齢者福祉専門部会の部会長に、米内山委員を児

童福祉専門部会の部会長に、決定いたします。 

 

佐藤会長 

以上で、全ての人事案件が終了いたしました。 

ここで、本日、傍聴者希望者が１名いらっしゃいますので、事務局は入室の

ご案内をお願いします。 

 

（傍聴者入室） 

 

それでは、次の議題に移ります。 

（２）報告事項のア「江別市社会福祉審議会の概略と江別市における社会福

祉施策の概要について」を、事務局から説明をお願いいたします。 
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村田管理課課長 

今回は新たに委員になられた方も多いので、社会福祉審議会の概略について

改めてご説明させていただきます。 

 初めに、資料１「江別市社会福祉審議会条例」と書かれた資料をご覧願いま

す。 

 この審議会は、第１条の「目的」にありますように、江別市における社会福

祉に関する基本的事項を調査、審議するために設けられた、市長の諮問機関と

いう位置付けになっております。 

 委員の定数は、第２条のとおり「２４人以内」となっており、社会福祉に関

する事業に従事されている方と学識経験のある方につきましては、関係団体か

ら２１名のご推薦をいただき、また市民公募委員につきましては、応募者の中

から３名を選任し、合計２４名の委員の皆様にご就任いただいたところです。 

 

 社会福祉審議会の当面の予定としまして、特に諮問をお願いする案件は、現

在のところございませんが、市の社会福祉関連の各施策の進捗状況や、各種計

画の策定状況を定期的にご報告し、ご意見をいただくため、これまで同様、年

２回程度、会議を開催させていただきたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 

 次に、資料２をご覧願います。 

 こちらは、社会福祉審議会の委員の皆さんが兼務することとなっている「地

域公益事業等に関する地域協議会」の設置要綱となっております。 

 第１条の「設置」にありますように、社会福祉法人が、社会福祉充実財産、

これはいわゆる内部留保から事業継続に必要な財産を差し引いた後の財産とい

うことになりますが、これを地域公益事業に活用する計画があるときに、地域

の意見を反映させるために、地域協議会を設けているものであります。 

第４条で、当協議会の委員は、社会福祉審議会の委員をもって充てることと

なっておりますので、ご承知おきくださいますようお願いいたします。 

 現在のところ、市内の社会福祉法人の社会福祉充実財産について、地域協議

会開催の必要が生じたことがまだありませんので、これにつきましては、開催

の必要が生じた際に、改めて詳細のご説明をさせていただきたいと思います。 

 

続きまして、江別市の社会福祉施策の概要について、主なものとして障がい

者、高齢者、子どもの関係の施策について説明いたします。 

 

 資料は２点ありますが、まず、「資料３ 令和３年度 健康福祉部 施策展開方
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針計画書」は、各施策の展開方針や重点的な取組等を掲載したものです。 

そして、「資料４ 令和３年度江別市予算案」は、各施策の主要事業や新規の

事業、あるいは拡大した事業などを掲載したものです。 

これら２点の資料はいずれも、今年の２月、令和３年度予算の発表の際に公

表された資料から、福祉関係分を抜粋したものです。 

 

 なお、各分野の個別計画の冊子を机の上に配布しておりますので、後ほどご

参照いただきたいと思います。 

 このうち、第４期地域福祉計画と第２期江別市子ども・子育て支援事業計画

の計画書につきましては、継続の委員の皆様に昨年１０月の審議会でお配りし

たものと同じものになりますので、もしご不要でありましたら、お帰りの際に

そのまま机の上に置いておいていただいても結構です。 

 

 それでは、資料３、資料４に戻りまして、詳細につきまして各担当課長から

説明させていただきます。まずは、障がい福祉課長から順にご説明します。 

 

三浦障がい福祉課長 

それでは、障がい福祉課所管分についてご説明します。 

まず、資料３「令和３年度健康福祉部施策展開方針計画書」の１ページをご

覧ください。 

 

「令和３年度に向けての展開方針」の「０３－０３障がい者福祉の充実」に

つきましては、障がい者支援・えべつ２１プラン（第５期障がい者福祉計画・

第６期障がい福祉計画）に基づき、「障がいのある方の自立を地域で支える共生

社会の形成」に向け、地域で安心して生活ができるよう、保健・医療・福祉・

教育等の関係機関との協議や障がいについての理解促進を図るものであります。 

また、令和３年度も、障がいのある方への総合的な相談支援の充実や就労の

場の確保に向け、自立支援協議会などを活用しながら関係機関との連携を図る

とともに、企業等への広報活動を推進し、障害のある方の就労に係る相談窓口

においては、引き続き、就労に関する相談や定着支援を行うほか、障がい者就

労に関心のある企業への相談や支援を行うものであります。 

 

次に、別紙資料４「令和３年度江別市予算案」をご覧ください。 

３ページの左上の「重度心身障がい者等交通費助成事業」は、重度心身障が

い者の生活圏拡大や社会参加の促進を図るため、交通費の一部を助成する事業

で、従来のタクシー利用券の交付に加え、令和３年度は、新たに自動車燃料費
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助成券を選択制で交付しております。 

次に上から３つ目の欄の「障害者就労相談支援事業」は、障がい者の就労に

関する相談や企業の障がい者雇用に関する相談窓口の設置など、障がい者の社

会的自立を促進するための事業であります。 

次に右隣の「障害者社会参加支援事業」は、専任手話通訳者の配置や手話通

訳者・要約筆記者の派遣など、障がい者の社会参加を促進する事業であります。 

また、下段の「その他主要事業」の欄に記載しておりますが、「障害者自立支

援給付費」及び「自立支援医療給付費」に係る事業を実施しております。 

 

浦田介護保険課長 

 続きまして、介護保険課所管分といたしまして、高齢者福祉にかかる施策の

概要についてご説明いたします。 

 

 高齢者施策の概要をご説明する前に、その背景となります江別市の高齢者の

現状についてご説明させていただきます。令和３年１０月１日現在の高齢者人

口（６５歳以上の人口）は、３７，５５３人で高齢化率は３１．４％となって

おり、ほぼ、３人に１人は６５歳以上という状況であります。 

 お手元に配付しております、高齢者総合計画策定時における本市の人口の将

来見込みでは、その後も高齢者人口は増加し、令和７（２０２５）年度に 

３９，８１２人、令和２２（２０４０）年度にピークを迎え、４３，０９６人

と推計しており、特に、いわゆる団塊の世代の方すべてが令和７年度に７５歳

以上となり、２０２５年問題とも呼ばれておりますが、これに備えるための介

護保険制度や高齢者への福祉施策が一層重要となっている状況にあります。 

 

まず、資料３の「令和３年度健康福祉部施策展開方針計画書」１ページ目の

下段に記載のある「０３－０４高齢者福祉の充実」について説明します。 

市では、高齢者総合計画を３か年毎に策定しており、今期の計画期間は、令

和３年度～令和５年度迄のものとなりますが、本計画に基づき、介護保険事業

を含めた高齢者にかかる様々な施策を展開しております。 

政策展開の方向性については、資料記載のとおりでありますが、要介護・要

支援の状態になっても、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで

続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提

供される「地域包括ケアシステム」の深化・推進を目標に掲げ、介護予防や成

年後見制度の利用促進を含めた認知症施策の推進等を重点的に取り組んでいこ

うとするものであります。 

それぞれの施策の詳細につきましては、本日お配りした、「江別市高齢者総合
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計画」に記載しておりますので、後ほどご参照いただきたいと思います。 

 

次に、資料４の「江別市予算案」をご覧ください。 

当課に関係する事業の内、令和３年度に拡大及び新規に取り組んでいるもの

についてご説明いたします。 

２ページ下段の右下に記載のある「一般介護予防事業（「通いの場」を活用し

た介護予防・健康づくり）」ですが、コロナ禍におけるフレイル予防対策として、

自宅でできる運動の紹介や口腔ケア、栄養摂取についての取組を掲載した啓発

リーフレットを前年度に続いて作成しています。また、令和２年度から、市内

の歯科衛生士や言語聴覚士の協力を得て、口腔機能向上のためのプログラムを

検討してきましたが、今年度は、地域の通いの場等への普及啓発を予定してい

るところであります。 

続いて、３ページ右側、上から２つ目の項目、「市民後見推進事業」ですが、

成年後見制度利用促進のため、江別市の計画の策定を進めてまいりましたが、

本審議会委員の皆様のご支援もいただきながら、本年８月に策定いたしました。 

本日は、皆さまのお手元に配付させていただいており、議題３として後ほど

詳細をご説明いたしますが、今後は、本計画に基づき成年後見制度の普及啓発

や支援にかかる体制づくりを一層推進していこうと考えております。 

 

宮崎子育て支援課長  

 続きまして、子育て支援課所管分についてご説明いたします。 

資料３「令和３年度健康福祉部施策展開方針計画書」の３ページをご覧くだ

さい。 

施策展開方針「０６－０１子育て環境の充実」につきましては、安心して子

供を産み育てられ、就業と子育てを両立できる社会を実現するため、本日配付

させていただいております「えべつ・安心子育てプラン・第２期江別市子ども

子育て支援事業計画」に基づき、各施策を着実に展開し、子育て支援施策の充

実に努めているところであります。 

主な事業といたしましては、放課後児童クラブの開設、運営支援等があり、

民間事業者が開設する放課後児童クラブに対しましては、運営費補助金を交付

し、支援を行っているところであります。 

平成３１年度からは、待機児童の発生が見込まれる小学校区において、定員

の拡大を伴う新規開設や、施設の増築等に係る施設整備等補助を開始したとこ

ろであり、引き続き開設運営支援等を行うことにより、量的質的充実を図って

参ります。 

資料３の１ページにお戻りください。 
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「０３－０３障がい者福祉の充実」のうち、障がい児に関しましては、子育

て支援課が所管しており、在宅で生活する医療的ケアが必要な障がい児等の受

け入れを行う事業所に対し、平成３０年度から運営費の一部を補助しており、

引き続き、医療的ケア児等が安心して過ごせる環境づくりを支援して参ります。 

 

次に、資料４「江別市予算案」の５ページをご覧ください。 

子育て支援課で所管する主な事業についてご説明いたします。 

まず、上段の放課後児童クラブ運営費補助金は、市内における放課後児童健

全育成事業の充実を図ることを目的に、民間放課後児童クラブに対し運営費補

助金を交付する事業であります。 

その下段、放課後児童クラブ運営事業は、江別第一小学校に併設する公設民

営方式の放課後児童クラブの運営を委託する事業であります。 

その右隣、児童館地域交流推進事業でありますが、市内に７か所ある児童セ

ンターと、そのうち２か所に併設する公設公営の放課後児童クラブを運営する

事業であります。 

 

天野子ども育成課長 

 続きまして、子ども育成課所管分についてご説明します。 

 まず、資料３「令和３年度健康福祉部施策展開方針計画書」の３ページをご

覧ください。 

 「令和３年度に向けての展開方針」の「０６－０１子育て環境の充実」につ

きましては、主な事業として、保育施設の待機児童を解消するため、令和４年

度の開設に向けた教育・保育施設の整備に対する支援を行い、子育てと就労を

両立できる環境整備を進めます。 

 また、保育人材の確保策として、引き続き保育士等人材バンクの利用を促進

するほか、令和２年度からスタートした保育士等への奨学金返還支援や宿舎借

上支援を行う事業者に対する助成を継続するなど、安心して遊べる場を提供す

るとともに、身近な場所で子育て世帯が交流できる「地域あそびのひろば」を

拡充して、地域における子育て支援体制の充実を図ります。 

 

 次に、資料４「令和３年度江別市予算案」の４ページをご覧ください。 

 右上「民間社会福祉施設整備費補助事業」は、民間事業所が行う保育施設の

整備に対し補助を行うことで、快適な保育環境の整備や待機児童の解消を促進

しようとする事業です。 

 その下「一時預かり事業」は、一時的に家庭での保育が困難となった子ども

や、幼稚園等の教育時間前後の預かりが必要な子どもの保育に対応しようとす
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る事業です。 

 その下「待機児童解消対策事業」は、待機児童の解消に向け、受け皿となる

教育・保育施設等に対し、保育従事者の養成や保育士等の人材確保のための助

成を行う事業です。 

 その左下「教育・保育施設等給付事業」は、民間法人等が運営する教育・保

育施設等に対し、国が定める公定価格に基づく給付費を支給するほか、認可外

保育施設等の無償化にかかる施設等利用費を支給する事業です。 

 ５ページをご覧ください。 

 右上から２つ目の「あそびのひろば事業」は、地域の子どもの遊びの場とし

て、また、子育てに関する情報交換や交流の場として、民生委員・児童委員や

子育てサポーター協力のもと、あそびのひろばを開催する事業です。 

その下「親子安心育成支援事業（子育てひろば事業）」は、商業施設内に開設

した子育てひろば「ぽこあぽこ」を運営する事業です。季節や天候を問わない

全天候型で、大型遊具やクライミングウォールなどを備え、子どもが自由に遊

べる空間を提供しています。 

 

佐藤会長 

ただ今の報告について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

（なしの声） 

 

それでは、次の議題に移ります。 

（２）報告事項のイ「江別市成年後見制度利用促進基本計画の策定について」

です。報告をお願いします。 

 

浦田介護保険課長 

それでは、私から報告事項のイ「江別市成年後見制度利用促進基本計画の策

定について」ご報告いたします。 

 本日、皆さまのお手元に配付させていただきました本計画につきましては、

法律の専門家、地域包括支援センター及び障がい者支援センターの職員等で構

成する「江別市後見実施機関運営協議会」と本審議会委員の皆様にご審議いた

だきながら、本年８月に策定いたしました。 

本審議会におきましては、令和２年１０月、令和３年２月、令和３年７月、

これは書面審議となりましたが、合計３回にわたり、ご審議いただきました。

前任期から継続して委員をされていらっしゃる方におかれましては、本計画の

策定についてご協力いただきまして、深く感謝申し上げます。 
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 さて、先程も本市の高齢者の現状をご説明いたしましたが、少子高齢化が進

展し、それに伴って、認知症高齢者が大幅に増加しており、知的障がい者及び

精神障がい者を含めると、判断能力が十分ではない方を法的に支援する成年後

見制度の利用が注目されております。 

 本市におきましては、当制度の利用促進のため、江別市社会福祉協議会に委

託して、平成２９年１１月１日に「江別市成年後見支援センタ―」を開設し、

成年後見制度の普及啓発、相談・手続き支援を行っているほか、多職種を対象

とする研修会、市民後見人の養成などを実施してまいりました。 

 

しかしながら、現状、本制度の認知度は低く、必要とする人に制度が十分に

利用されていないこと、また、地域住民や各関係機関等が連携して支援する体

制が十分に整備されているとは言えない状況にあることから、一層、制度利用

のための施策を推進する必要があると認識しているところであります。 

 これらのことを課題としてとらえ、今後におきましても、本計画に基づき、

成年後見制度の利用を必要とする人が、速やかに当制度の適切な利用につなが

るよう、制度の普及啓発及び支援体制の整備を進めていきたいと考えておりま

す。 

 

 本計画の具体的な内容につきましては、後ほどご参照いただければと思いま

すが、委員の皆様におかれましては、今後も本市の成年後見制度の利用促進の

ためにご支援・ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。 

 

佐藤会長 

ただ今の報告について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

委員 

（なしの声） 

 

佐藤会長 

それでは次の議題に移ります。 

（２）報告事項のウ「新型コロナウイルス感染症について」です。報告をお願

いします。 

 

中村新型コロナウイルス感染症対策担当参事  

 新型コロナウイルス感染症についてご報告いたします。 
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資料の５をご覧ください。 

まず、１の江別市関連の感染状況ですが、（１）の表で新規感染者数について

表しております。 

表の左上に、本年６月１９日までの江別市在住の方で公表された人数をまと

めて５０６名と記載しております。６月２０日以降は１週間ごとに公表された

人数を記載しており、今日現在、感染者数は合計で８９９人となっております。 

表では１０月２３日までの数字となっておりますが、１０月３０日までにつ

きましても、江別市内では０人となっており、９月２６日以降、江別市内では

新規感染者は確認されておりません。 

なお、表の欄外に※印で記載しておりますが、感染者情報の取り扱いについ

ては、北海道が所管しております。 

また、６月１９日以前につきましては、感染者ご本人の同意と公衆衛生上の

必要性を考慮して北海道が公表しており、居住地が、江別市として公表された

ものを集計しております。これが５０６名となります。 

６月２０日以降につきましては、感染の傾向を明らかにするために、１週間

ごとに市町村単位で実数を公表された数値を転記しておりますので、江別市内

で実際に感染された方の数字となっております。 

次に（２）集団感染クラスターの発生状況ですが、表に記載のとおり、医療

施設、福祉施設のほか、事業所等、飲食店等、学校、その他において、１０月 

２３日現在、江別市内では２１件の集団感染が確認されております。 

こちらにつきましても、集団感染情報の取り扱いについては、北海道が所管

しておりまして、江別市内で発生が確認された、と北海道が公表したものを集

計したものです。なお、１０月２３日以降新たな発生はなく合計で２１件とな

っています。 

 

柴田新型コロナウイルス感染症対策担当参事 

続きまして、資料６の「新型コロナウイルスワクチン接種事業」について説

明いたします。 

まず、１のワクチン接種の経過についてでありますが、国からの指示に基づ

き江別市では、令和３年３月１５日に医療従事者のワクチン接種を市内医療機

関で開始いたしました。 

その後、３月２９日に、６５歳以上の方へ接種券の送付を開始し、４月１２

日には、高齢者施設入所者から６５歳以上の方のワクチン接種を開始いたしま

した。 

次に４月２６日に、６５歳以上の方の５月、６月分の接種予約を開始したと

ころ、予約を希望する方が、予約枠を大幅に上回ったため、半日で予約の受付
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を終了しました。その際、「予約電話に繋がらない、予約が終了したことがわか

らない。」など多くのご意見をいただきました。 

そうした状況を踏まえて、６月７日の７月分の予約開始時には、①年齢を区

分した予約開始日の設定、②インターネット予約入力を支援する「お手伝い窓

口」の設置、③予約状況の案内電話の設置、④２回目の接種日時のお知らせの

開始といった点について、改善しながら７月分の接種予約を実施いたしました。 

 その後、７月９日に６０歳から６４歳の方や基礎疾患を有する方に、７月 

２０日には５０歳から５９歳の方や市外の高齢者施設等の従事者などに、８月

３日には１２歳以上の接種対象者全員に、順次、接種券を送付した上で接種予

約を開始し、ワクチン接種を進めてまいりました。 

 

 次に、２ ワクチンの年代別接種状況についてでありますが、この表は、令

和３年１０月２２日現在で、年代別に１回目、２回目の接種者数と接種率を記

載したもので、表の合計欄に記載のとおり、１１０，６４９人の接種対象者に

対して、９１，１８８人が１回目の接種を終えており、接種対象者に対する１

回目の接種率は８２．４％となっております。 

 なお、１つ下に、全人口に対する接種率を記載しておりますが、令和３年 

１０月 1 日の人口１１９，７７７人に対する 1 回目接種率は７６．１％です。 

 次に、３ 追加接種（３回目接種）についてでありますが、対象者や職域接

種の実施についてなど、示されていない事項も多くある中で、国から市町村に

対して、追加接種について準備を進めるよう指示がありました。資料には、令

和３年１０月２２日現在の情報を記載しておりますので、今後変更となる点も

あるかと思いますが、ご了承いただきたいと思います。 

 まず、（１）接種時期についてですが、２回目接種が終了してから概ね８か月

以上経過後を想定して準備を進めることとされており、６５歳以上の方の追加

接種の開始時期は令和４年１月以降となる予定です。 

 次に（２）接種場所でありますが、職域接種で接種をした方以外の一般の方

については、これまでと同様に集団接種会場及び市内医療機関での接種を予定

しております。 

 

佐藤会長  

ただ今の報告について、ご意見、ご質問はありませんか。 

 

 私から質問してもいいですか。 

 ３回目の接種の案内は、２回目が終了した方へ個別に行われるのですか。 
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柴田新型コロナウイルス感染症対策担当参事 

３回目の接種は、２回目の接種を終了してから８か月以上経ってから可能と

なりますので、８か月を経過した方には担当からご案内をして接種をしていた

だくことになります。 

 

佐藤会長 

接種は希望者のみですか。 

 

柴田新型コロナウイルス感染症対策担当参事 

 案内の送付は２回目接種を終えた方全員が対象ですが、その中で希望される

方に３回目の接種を受けていただく予定です。 

 

佐藤会長 

 わかりました。 

 他の委員の皆さんはご意見やご質問はありませんか。 

 

委員 

（なしの声） 

 

佐藤会長 

ないようですので、次第３「その他」ですが、皆さんから何かご意見ありま

せんか。 

  

委員 

（なしの声） 

 

佐藤会長 

なければ、事務局から何かありますか。 

  

村田管理課長 

当委員会の次回の開催は、来年２月中旬頃を予定しております。 

委員の皆さま、ご出席の程よろしくお願いします。 

 

佐藤会長 

それでは、本日の審議会はこれをもって終了といたします。 

 


